TF-CBT開始前チェック表
主治医がいる場合はその許可のもとに進めてください。主治医の許可のないケースはコンサルテーション対象外です。
· 子どもと養育者に、一般的なトラウマの心理教育をし、トラウマ症状の評価が必要であることを説明する。

· トラウマ症状の評価方法や副作用の説明をする。
　　　例）子ども自身に表出してもらうこと。一時的に症状悪化がありうること。

□　UPID、CGASなどを使用してPTSD症状と生活機能のアセスメントをする。
注）実施中に症状を出来るだけ具体的に聴取する。

· TF-CBT実施予定者は、PTSDの主な症状が日常生活においてどのように認められるかを具体的に把握できている。

□ 日常生活において、対応を優先すべき重大な行動上の問題はないかを確認する。
　　例）自傷行為、他害、解離、興奮、自殺念慮・自殺企図、逸脱行動など。

□ アセスメントの結果を本人と養育者に伝え、治療（TF-CBTに特定しない）が必要なことを説明する。
　　注）アセスメント結果の説明は、子どもの発達段階に合わせて適切なことばを使用する。
ここまでを確認したらケースシートを送付してください。コンサルテーションの対象になるかどうかを検討します。
TF-CBTコンサルテーションを実施すると決定した後の手続き。
· リーフレットなどを用いてTF-CBTプログラムの説明をし、本人と養育者の同意を得る。

· セッションは録画か録音がなされ、限定された専門家の間で供覧されることを説明し、書面で同意を得る。　　
　＊同意を得る方法は基本的に所属機関の規則に従ってください。



